
誤 正 

■事業税、◎法人事業税の分割基準 の ９行目 
Ｐ34 

を事務所数により、 を従業員 を事務所数により、 を従業員 

■(注)の表 の 総資産の帳簿価額 の ５行目 

③ 特定利子元本相当額 ③ 特定利子元本相当額 (←削除してください。) 

同上 の 下から２行目 
Ｐ54 

～これらの勘定に係る｢繰延預金負債｣の ～これらの勘定に係る｢繰延税金負債｣の 

２．回収不能 の ２行目 
Ｐ92 

て、その金額が回収できないと～ て、その全額が回収できないと～ 

4.私募公社債等運用投資信託の収益分配金の源泉徴収(措法９の３) 

上記“４．私募公社債等～(措法９の３)” ４.私募公社債等～(措法８の２) 

同上の内容部分 Ｐ118 

①平成16年１月１日から～ 
②平成20年４月１日以後～ 

収益分配金は、他の所得と区分し、所得税15％、地方税５％ 
(↑①②をこれに置き換えます。) 

４.取得費 の ２つ目の ※ 

※ただし、相続税評価額より～ (注)ただし、相続税評価額より～ 

同上の内容部分 の ２行目 
Ｐ122 

～納税者が記明した場合は ～納税者が証明した場合は 

2.申告分離課税(措法37の10①) の (注)② の ４行目 
Ｐ123 

額とします。 額とします。(平17.１.１以後廃止) 

5.居住用財産の軽減税率の特例(措法31の3の2) 
Ｐ131 上記“5.居住用財産の軽減税率の特例 

(措法31の3の2)” 
5.居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の 
課税の特例(措法31の3､措通31 の 3-2､35-5) 

★居住用財産売却の特例チャート の ２つ目 

Ｐ133 住宅取得特別控除の適用を受けていません 
か？ YES、NO 

この設問とYES、NOを削除してください。 

4.公的年金等の雑所得の計算(所法35②～⑤) の 表中 

Ｐ147 (表上段)受給者が六五歳以上(昭和15年～ 
(表下段)受給者が六五歳未満(昭和15年～ 

受給者が六五歳以上(昭和16年～ 
受給者が六五歳未満(昭和16年～ 

※２ の １行目 

老年者に該当しないもので、夫(妻)と 老年者に該当しないもので、 夫(妻)と 

同上 の 本文 の 下の表 の 右端 
Ｐ157 

65歳以上(老年者控除含む)/50万円/50万円 この部分を削除してください。 

□ 2 法人事業税 の (1)と(2) 
Ｐ224 (1)法人事業税～(地法74の12) 

(2)法人事業税～(大阪府)(地法74の12) 
(1)法人事業税～(地法72の12) 
(2)法人事業税～(大阪府)(地法72の12) 

5. 分割基準(地法72の48) の 最終行 
Ｐ226 

人の工場～…当該従業者の数の 人の工場～…(当該従業者の数)×1.5 

2.課税標準とその特例(地法73の14) の (原則) の下の ※ 
Ｐ228 

※～平15.1.1～平19.12.31までに行われた ※～平８.1.1～平17.12.31までに行われた 
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